
会  議  録 

 

会議名称 平成３０年度 第１回大空町自治推進委員会 

開催日時 平成３０年 ９月１８日（火） 
  １８時３０分から 

  ２０時００分まで 

開催場所 大空町役場庁舎 １階１号会議室 

 

出席者の氏名 

 

町民自治推進委員会 出席者氏名（敬称略） 

 委員長：坂本 一光／副委員長：八重樫 光司 

 委員：大槻 晶子／千葉 裕司／佐々木 茂光／石川 祥平 

    秋岡 房子／岡 喜美子 

辞令交付、冒頭挨拶：山下町長 

事務局：塚原総務課参事／菅野総務課企画グループ主幹 

実施内容 

（１）大空町民自治推進委員会委員委嘱について 

（２）大空町民自治推進委員会委員長及び副委員長の互選につい 

  て 

（３）大空町自治基本条例について 

（４）大空町民自治推進委員会の設置及び自治基本条例の見直し

について 

（５）大空町民自治推進委員会のこれまでの審議経過について 

（６）大空町自治基本条例の運用について（報告） 

（７）大空町自治基本条例の運用課題について 

 

会議資料の名称 

 

 大空町自治基本条例について 

 大空町自治基本条例 

 大空町自治基本条例の運用課題について 

 



■審議内容及び結果 

 

○開 会 

 

〇委嘱状の交付 

 

○大空町民自治推進

委員会委員の紹介 

 

○大空町民自治推進

委員会委員長及び副

委員長の互選につい

て 

 

 

○山下町長挨拶 

 

○委員長挨拶 

 

 

 

 

 

〇議事 

進行：委員長  

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員からの自薦、他薦無し。委員の中から事務局から推薦者の案

があれば一任したいとの意見があったため、事務局案を提示、承認

を得る。 

委員長：坂本 一光 委員 副委員長：八重樫 光司 委員 

 

 

（挨拶終了後、山下町長退席） 

 

一言ご挨拶をさせていただきます。 

ただ今、皆様のご承認を得まして委員長という重責を受ける

ことになりました。大変な思いをしております。この後、皆様の

ご協力を頂きながらこの委員会を進めさせていただきたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

 

 

１「大空町自治基本条例について」、２「大空町民自治推進委

員会の設置及び自治基本条例の見直しについて」、３「大空町民

自治推進委員会のこれまでの審議経過について」関連があります

ので一括して事務局より説明願います。 

 

資料に基づき説明 

 

事務局から、資料に基づき説明を受けました。前任期中の審議経 

過の説明もいただきましたが、委員の皆さんからご質問等ありま

せんか。 

 

意見なし 



委員長 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

無いようですので、議事４番目の「大空町自治基本条例の運用

に」ついて事務局より報告願いします。 

 

資料に基づき報告 

 

事務局より自治基本条例の運用における、平成29年度の町民参 

加実績内容、審議会等の設置及び運用に関する運用状況について

説明がありましたが、委員の皆さんからのご質問、ご意見がありま

すか。 

 

 意見なし 

 

 

無いようですので、議事５番目の「大空町自治基本条例に運用 

課題について」事務局より説明をお願いします。 

 

資料に基づき報告 

 

事務局より今任期中の審議内容、課題に対する実行（案）と委員 

会のスケジュール（案）の説明がありましたが、委員の皆さんから

ご質問、ご意見ありませんか。 

 

平成は来年で終わりですので、来年度以降は年号標記ではなく 

西暦表示の方が良いのではないでしょうか。 

 

次回資料からは西暦表示にさせていただきます。 

 

今回の委員は団体からの推薦委員となっていますが、次期委員 

会も今回と同じ団体からの推薦となりますか。 

 

今期の委員構成については、各団体からの推薦者７名、一般公募 

者２名、前期も推薦委員として活動いただいた方から１名（千葉委 

員）の合計１０名を予定しました。しかし、一般公募の委員につい 

て応募がなかったことから、まちづくりを目的として活動してい 

る２団体から委員２名を御推薦していただき、１０名の構成とさ 

せていただきました。本委員会の構成には一般公募枠での委員の 



 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

参画も考えていますので、必ず各団体から委員を御推薦いただく 

ものではありません。また、各団体から委員を御推薦いただく場合 

でも特定の団体からの御推薦いただくと決まっている訳ではござ 

いません。 

 

事務局から１点御質問させていただきます。 

先程も説明があったように前期に自治基本条例の見直しを本委 

員会で行っていただいた際、パブリックコメントへの意見がない、

審議会等への応募者がないという御指摘をいただきました。たま

たま行政施策に対する意見がなかったり、審議会委員もなかなか

忙しく参加したいができないなどの要因も考えられますが、共通

した課題の一つとして、町の行政活動自体が町民の皆様に十分に

伝わっていないのではないのかと考えているところです。パブリ

ックコメントも審議会の公募も、実施するに当たってはＨＰや広

報に掲載、周知していますが、それだけでは町民の皆様のところ

に情報が届いていないのでしょうか。 

 

パブリックコメントを実施していることを知っていても、パブ

リックコメント自体が何なのかよく分からないので意見を出そう

と思わないのではないでしょうか。 

      

確かにパブリックコメントの制度自体がまだまだ町民の間で浸

透していないことに原因があるかもしれません。 

 

皆さん、意見自体は色々と持っていると思いますが、意見を聴

取したいのであれば、何かの集会時のついでに時間を組んでもら

って意見を聞くのはどうでしょうか。行政活動に関する意見を聞

くためだけに人を集めようとしても、なかなか集まらないと思い

ます。役場の職員が、人が集まる時に出向き意見を聞くことも必

要ではないでしょうか。 

 

まちづくりへの意見を地域担当者が集約することができればよ

いと思うし、ふれあい意見箱等ももっと活用しても良いのではな

いでしょうか。      

 

町民の方々からの意見をいただく場面としては、ふれあいトー



 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

クなどの機会がありますが、その他の集まりの機会も積極的に活

用すべきかもしれません。 

また、地域と行政をつなぐパイプ役として地域担当者の役割が

ありますが、地域の行事の手伝いに終始しており、本来の目的で

ある地域の意見の吸い上げがなかなかできていない状況にありま

す。 

 

いずれにせよ、役場の職員が積極的に意見を吸い上げようとす

る意識がもっと必要であると考えます。 

もう１点事務局から御意見をお伺いいたします。 

以前は、審議会委員を公募したものの応募がないため、役場の職

員から個別に町民の方々に働きかけ、一般応募者として手を挙げ

ていただいていたこともあったと聞いています。町にとって、都

合の良い人選になるのではないのかとの御批判を受けるかもしれ

ませんが、町として公平性が担保できるのであれば、応募がない

場合にのみお許しいただけるのではないかと個人的に考えていま

す。 

 

内々でやっていただいている分には良いと思いますが…。 

 

そもそも一般応募者がいないのに公募制を続ける必要かあるの

か、パブリックコメントへの意見を公募しても無いのに果たして

続ける必要があるのかといったことを審議すべきではないでしょ

うか。 

 

パブリックコメントや審議会等といった形式的なものに頼るの

ではなく、日頃のコミュ二ケーション等により町民の皆様の意見

を集約するのが理想であると考えますが、実際にはなかなか難し

いところであります。このため、パブリックコメントや審議会等

の制度も町民の皆様の意見を町政に反映させるのに必要なものだ

と考えております。したがって、パブリックコメントや審議会の

公募制について、より良い方法を議論していく必要はあると思い

ますが、制度そのものをやめてしまうという議論にはならないの

ではないかと考えております。 

 

関連した質問になりますが、町民の皆様への情報発信の手段と



 

 

 

委員 

 

 

委員長 

 

 

して主に町広報誌やＨＰ等を活用していますが、他に効果的な手

法があれば、御教示いただければとおもいます。 

 

メールでの発信や新聞への折り込みチラシ等は情報発信に効果

的であると考えます。 

 

その他全体を通して意見等ありませんか。 

本日の協議事項の全てを終了いたしました。今後も大空町の自

治推進のため、当委員会の運営に御協力くださいますようお願い

申し上げます。以上で会議を閉会したいと思います。ありがとう

ございました。 

 

 


